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千葉市消費生活センター 

⚫ 令和 7年度消費生活相談概要（令和７年４月～９月） 

⚫ 「新生活のワクワク」をねらう影 

～春の消費者トラブルにご用心！ 

⚫ 「くらしの巡回講座」のご案内 

⚫ 千葉市消費生活審議会 委員募集のお知らせ 

⚫ 消費者被害注意報 

令和７年度消費生活相談概要（令和７年４月～９月） 
 

相談の多かった商品・サービス 
 

１位 商品一般 (364件) 不審な電話や架空請求に関する相談等商品を特定できない相談 

２位 役務その他サービス 
(173件) 

「ネット閲覧中『ウィルス感染した』と警告が出たので、画面上に表示さ

れている電話番号に電話しサポートサービスを契約したが、詐欺ではな

いか。」等 

３位 賃貸アパート (134件) 「退去を申し出たところ、高額な修理代を請求されて、納得できない。」等 

 

今年度に多く寄せられている主な相談内容 

む関東甲信越の 1都 9県 6政令指定都市及び国民生活センターでは、被

害の未然防止と、消費生活相談の周知のための取り組みとして、1月～3

月までをキャンペーン期間とし、イベントでの啓発や企画展示などを実施し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「身に覚えのない複数のサイトから、未払金を支払うよう督促メールが届く」「アダルトサイトにアクセ

スしたところ突然『登録完了』となり、20万円を請求された」などの不当請求に関する相談。 

メールやサイトに記載の業者に決して連絡せずに無視して様子をみましょう。 

１ 

消費者トラブルを防ぐために以下のことを心がけておきましょう。 

 「常にトラブルは起こり得るもの」と考え、準備しておきましょう。 

 うまい話に対して「本当に実現可能なのか？」「合理的な根拠があるか？」「信頼できる相手

なのか」と批判的に考えましょう。 

 契約締結や代金の支払い前に、なるべく早い段階で信頼できる第三者の意見を聞きましょう。 

 

「『１回限り、定期の縛りなし』との広告を見て美容クリームを注文したが、再度同じ商品が配達さ

れた。解約しようとしたら高額の解約料を請求された。」などの定期購入に関する相談。 

⚫ 「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」（「いつでも解約できる定期購入」）

である可能性がありますので契約時には注意が必要です。 

⚫ 注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。 

２ 

「SNS の広告を見て洋服を注文し、クレジットカードで決済したが商品が届かない」「SNS で知り合っ

た人から投資を勧められ資金を振り込んだが、その後、出金するのに高額な手数料を要求された」

などのＳＮＳを通じた詐欺と思われる相談。 

⚫ ＳＮＳ上の広告はしっかり内容を確認しましょう。 

⚫ ＳＮＳ上で知り合った相手が本当に信用できるか慎重に判断しましょう 

３ 



 

 

「新生活のワクワク」をねらう影～春の消費者トラブルにご用心！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気・ガスの切り替えトラブル 電気が安くなると

言われ、アパート全体で電力会社を切り替えると勘

違いし検針票を見せ、契約書に署名した。後で契約

を断ったが心配だ。 

検針票の情報がわかれば電力契約の手続きがで

きてしまうので、安易に見せないようにしましょう。  
投資用マンションに関するトラブル 不動産事業

者から「投資用マンションを買わないか」と電話が

あり、会って話を聞いた。高いので断りたいが、長

時間に渡り勧誘を受け、断れずに契約してしまった。 

説明を聞くだけと思っても、会ってしまうと強引

な勧誘をされて断りきれないことがあります。 

◼ 賃貸住宅の原状回復トラブル    

・賃貸アパートを退去後、入居時から傷ついていた床等

の原状回復費用も求められ納得いかない。 

・賃貸マンションを退去後、原状回復費用として、クロスの

張替えなどの見積書が届いたが、高額で納得できない。 

通信契約トラブル 光回線の販売代理店が来訪

し、 「インターネットの利用料金が安くなる。」と言う

ので説明を聞いた。「説明を聞いたというサインが

必要だ」と言われ、書面に氏名と住所などを記入

したところ、契約になっていた。キャンセルしたい。 

◼ 引越業者とのトラブル 

・キャンセルしたら解約手数料を請求された。払いたくない。 

・引越しでワレモノとして梱包したガラス製品が割れていた。  

 

新生活への期待が高まる春ですが、不慣れな環境を狙った消費者トラブルも急増する季節です。安心し

てスタートを切るために、この時期に多いトラブルと自分を守る対策を学びましょう。 

引越・入居時に気をつけたい！ 

引越後も気を付けたい！訪問・勧誘関連のトラブル  

ウォーターサーバーに関するトラブル 引越業者

からウォーターサーバーのレンタルの勧誘を受け、

契約した。その後、解約したいと電話したところ、3

年間の契約になっていると言われた。契約時にそ

のような説明はなかった。なんとかならないか。 

※「原状回復」とは…借主の故意・過失による損傷

や通常の使用方法とは異なる使い方による損傷を

元に戻すことです。 

入居時からできる対策 

【契約時】原状回復やクリーニング費用

について、 契約書類の記載内容をよく確

認しましょう。 

【入居時】キズや汚れを確認し写真やメ

モで記録に残しましょう。 

【退去時】精算内容をよく確認し、納得で

きない点は貸主側に説明を求めましょう。 

トラブルに遭わないために 

・契約時は約款をよく確認しましょう。キャンセル料を含め、契約内容は原則、契約した際の約款の記載

に従うことになります。 

・壊れやすい物は梱包材や新聞紙でしっかり梱包し、壊れやすい物とわかるように明記しておきましょう。 

・引越し完了後はすぐに荷物の状態を確認しましょう。荷物の紛失や破損に気付いた場合は、すぐに引

越し業者に連絡しましょう。引越し作業当日から３カ月を過ぎると申告できなくなります。 

 料金プランやサービス内容をよく確認しましょう。 

 その場ですぐに契約せず、不安や不審な点があれば家族や身近な人に相談しましょう。 

 不要な契約であればきっぱり断りましょう。 

トラブルに  

遭わないために 



 

 

「くらしの巡回講座」のご案内  

 

 

 

 
悪質商法の手口と対処法 キャッシュレス決済と

ローン・クレジット 

金融トラブル事例の 

紹介と防止策 

悪質商法から高齢者・

障がい者を守ろう 

【全ての方向け】 【若者向け】 【全ての方向け】 【見守り活動者向け】 

最新の相談事例から 

悪質商法の手口とその対

処法を学べます。 

キャッシュレス決済等の

仕組みや利用時の注意

点を学べます。 

（講師協力：日本貸金業協会） 

消費者金融からの借入

れトラブル事例と注意点

を紹介します。 

（講師協力：日本貸金業協会） 

悪質商法の手口、見守り

のポイント、支援のための

法律や制度を学べます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

千葉市消費生活審議会 委員募集のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 消費生活センターでは消費生活に必要な知識を学んでいただくために、高校・大学の授業

や企業研修、地域の集まりや講座・講演会などに講師を派遣しています。ぜひご利用ください！ 

所要時間     １時間程度 オンライン講座も可 

対 象  市内に在住・在勤・在学の概ね１０人以上の 

グループ・団体 

会 場  申込者側で用意 

（消費生活センター諸室も無料で利用可能） 

 費 用  無料 （講師への謝礼、交通費不要） 

日  時  月～金曜日 9：00～１７：００ 

（土日祝日、年末年始を除く） 

   

 

申 込 方 法 

電子申請も可能です。 

詳細は、ホームページをご覧ください▼ 

開催希望日の２か月前までに、 

郵送又は FAXでお申し込みください。 

電 話：０４３－２０７－３６０２ 

 ＦＡＸ：０４３－２０７－３１１１  

千葉市消費生活センター 
▼ 

 市では、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策の推進のために設置している消費生活審議会に

おいて、専門的視点とは別に消費者の代表としてご意見・ご提言をいただける委員を１名募集します。 

任   期  令和 8年 6月 1日（月）から 2年間    開催予定  年に３回程度（平日） 

応募資格  市内在住、在勤、在学で、2月 25日（水）時点で 18歳以上の方 

       ※市の議員・職員またはほかの附属機関の公募委員の方は応募できません。 

報   酬  規定により支給 

応募方法  ３月３１日(火)必着。住所、氏名（ふりがな）、電話番号、生年月日、性別、職業、応募理由を

明記したものと「最近の消費者問題について、行政に期待することや市民の役割について」

をテーマとした小論文（800字程度）を下記へ郵送または直接持参。FAX、Eメールも可。 

選考方法  書類および面接（日程は後日通知）により選考。結果は全員に通知します。   

 
お問い合わせ・応募先  〒260-0045中央区弁天 1-25-1 千葉市消費生活センター 消費者教育班 

電話 043‐207‐3602／FAX 043‐207‐3111   E メール shohi.CIL@city.chiba.lg.jp 

 詳細はホームページをご覧ください。 千葉市 消費生活審議会 委員 



発行： 千葉市消費生活センター  相談専用電話：０４３-207-3000  この記事に関するお問合せ：０４３-２０７-３６０２ 
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「この電話は２時間後に停止します」 

「（払っているのに）未払いのため利用を停止します」 

「あなた宛ての荷物が届いています」 

「対応しないと国税局のブラックリストに載ります」 

「あなたのスマホ・口座・身分証明書が犯罪に使われています」 

「過払いの年金保険料を返金するため口座を教えてください」 

商品・サービスの契約トラブルは消費生活センターへ 

消費者ホットライン（全国共通） １８８(いやや) 

   千葉市高齢者等悪質商法被害防止ネットワーク 

消費者被害注意報 

 

１２４

 
事例２ 大手電話会社を名乗る相手から電話があり、「あなた名義のスマホの不正な取引があり、１９

万円の請求があるので、他県の警察と話をするように」と言われた。この電話で警察に繋ぐので話してほ

しいと言われ、氏名など個人情報を伝えてしまった。不審だと思い相談した。（６０代） 

事例１ 電話がかかってきて、「こちらはＮＴＴ東日本です。この電話は２時間後に停止します。オペレー

ターと話す方は、１番を押してください」との音声ガイダンスが流れた。１番を押すと人が出て、名前と住

所、生年月日を聞かれ、答えてしまった。後から詐欺電話だと家族から聞き、伝えてしまった個人情報が

今後悪用されないか心配だ。（６０代） 

大手事業者や公的機関を名乗って不安を煽り、 

個人情報等を引き出す手口が増えています！ 

 

これらを名乗る電話は要注意！ 

・通信会社(NTT など) 

・銀行や金融機関 

・行政機関(市役所、区役所、警

察、税務署、総務省、厚生労

働省、消費者庁など) 

・宅配便業者 

・海外の大使館や保安局 

千葉市で実際にあった不審電話の手口 

➢ 公的機関や事業者が自動音声ガイダンスで重要な連絡をすることはありません。「電話が停止す

る」等の文句は、不安を煽るためのウソです。自動音声ガイダンスの電話がかかってきたら、すぐに

切りましょう。 

➢ 個人情報は絶対に伝えないようにしましょう。別の詐欺の材料に使われてしまうこともあります。 

➢ 知らない番号からの電話は、普段から出ないようにしましょう。迷惑電話防止機能付き電話機の利

用（固定電話）や、各キャリアが提供する迷惑電話防止サービス（携帯電話）も有効です。 

➢ 不安に感じた場合や、個人情報を伝えてしまった場合、すぐに消費生活センターや、警察の相談

専用電話（#9110）へ相談しましょう。 

悪質商法 

ひっかからん蔵 

消費者トラブル防止のために 


